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埼玉県サッカー協会第４種年代における各事業等の変更について（通知） 

 

秋冷の候、平素より県内第４種登録チームの皆様方には、本県サッカー振興、発展に格別の

御理解と御協力を賜り深く感謝申し上げます。 

埼玉県第４種リーグ戦につきましては、今年で１８回目を迎え、県内の第４種チームに登

録する約８割の４４３チームが参加していただき、予定していました全ての日程を終えるこ

とができました。本年もリーグ戦に関わっていただいていただきました参加チームや関係者

の皆様に対しまして、改めて感謝申し上げます。 

さて、昨年１０月に皆様へ御案内をさせていただいておりますが、今年度より４種年代の

更なる発展のため、改めて他の事業との関連性も含めながらリーグ戦の事業内容を見直す第

１段階として、県リーグを開設し実施してまいりました。今後は、今年度実施いたしました内

容についての課題等を整理しながら次年度に反映できるよう検討する内容もございますが、

令和７年度におきましては、新たな取り組みとして地区で実施しているリーグ戦の変更をは

じめ、ＪＦＡ全日本Ｕ－１２サッカー選手権大会埼玉県大会やその他の大会においても関連

付けながら年間全体の各事業を変更し開催していく予定としております。 

そのため、県内５００チームを越える登録チーム関係者の皆さまおかれましては各々各事

業への考え方はお持ちかと存じますが、引き続き御理解、御協力いただけますようよろしく

お願い申し上げます。 

なお、資料の御不明点については、埼玉県Ｕ－１２サッカー連盟各地区理事までお問い合

わせくださいますよう併せてお願いいたします。 

 

記 
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１ ． 変 更 に至 った経 緯 と今 後 について 

 埼 玉 県 第 ４ 種 リーグ戦 については、真 剣 勝 負 の場 を増 やすことやＭ － Ｔ － Ｍ メソッ

ドの啓 発 及 びホーム&アウェーでの戦 いなど、小 学 生 年 代 のサッカーの環 境 整 備 向

上 を目 的 とし、１ ８ 年 前 に第 １ 回 目 のリーグ戦 を開 始 いたしました。 

 第 １ 回 大 会 から、約 ３ ０ ０ チームを超 える規 模 で開 始 し、各 参 加 チームや各 地 域

関 係 者 の皆 さまのご協 力 により、今 年 で１ ８ 回 目 を迎 え、県 内 の第 ４ 種 チームに登

録 する約 8 割 のチームが参 加 していただく事 業 にまで発 展 してきました。 

 このような中 、本 県 の 4 種 リーグ戦 については、その都 度 修 正 をしながら日 程 や人

数 の変 更 を行 ってきたところですが、４ 種 年 代 も含 めたサッカーを取 り巻 く環 境 につ

いては大 きく変 化 していることは間 違 いなく、本 事 業 も更 なる発 展 のため、改 めて他

の事 業 との関 連 性 も含 めながら検 討 する必 要 性 が生 じていると考 え段 階 的 になり

ますが本 年 度 は第 一 段 階 とし県 リーグ（ S1、S2） を開 設 いたしました。これは、既 に

説 明 をさせていただいておりますが、リーグ戦 での“Players First”の一 層 の追 求

＝ 「 実 力 が拮 抗 した」 チーム同 士 のリーグ戦 の整 備 、具 体 的 に目 指 す方 向 性 として

は、リーグ戦 において「 可 能 な範 囲 で、同 様 のチーム同 士 で切 磋 琢 磨 ができる試 合

環 境 」 を整 備 していくことを示 させていただいております。 

以 上 の目 指 すべき方 向 性 を基 に、令 和 ７ 年 度 におきましては、更 なるステップとし

て地 区 で実 施 しているリーグ戦 の変 更 をはじめ、Ｊ Ｆ Ａ 全 日 本 Ｕ － １ ２ サッカー選 手

権 大 会 埼 玉 県 大 会 やその他 の大 会 においても関 連 付 けながら年 間 全 体 の各 事 業

を変 更 し開 催 していく予 定 としております。 

以 上 のことから、各 事 業 に参 加 いただくチームや選 手 たちにより良 い環 境 を提 供

していくために、各 事 業 を進 めながら必 要 に応 じて細 かな修 正 等 を繰 り返 しながら

今 後 は事 業 を開 催 していきたいと考 えています。県 内 ５ ０ ０ チームを越 える登 録 チー

ム関 係 者 の皆 さまにおかれましては、いろいろな考 え方 等 もお持 ちであると存 じます

が、更 なる発 展 のため引 き続 き、御 理 解 ・御 協 力 いただけますようよろしくお願 い申

し上 げます。 
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２ ． 埼 玉 県 第 4 種 リーグ戦 について 

□  令 和 ６ 年 度 （ 参 考 ）  

県 リーグ： １ 部 リーグ（ S1） 、２ 部 リーグ（ S2）  各 ８ チームで実 施  

各 地 区 リーグ： 現 行 のとおり実 施  

□  令 和 ７ 年 度  

⑴県 リーグ： １ 部 リーグ（ S1） 、２ 部 リーグ（ S2）  各 １ ０ チームで実 施  

〔 S１ リーグ〕  
S1 

１ 位  
S1  

２ 位  
S1  

３ 位  
S1  

４ 位  
S1  

５ 位  
S1  

６ 位  
S1  

７ 位  
S1  

８ 位  
S２  
１ 位  

S２  
２ 位  

〔 S２ リーグ〕  
S２  
３ 位  

S２  
４ 位  

S２  
５ 位  

S２  
６ 位  

S２  
７ 位  

S２  
８ 位  

新 人 戦  
１ 位  

新 人 戦  
２ 位  

新 人 戦  
３ 位  

新 人 戦  
４ 位  

※順 位 は本 年 度 の S1 及 び S2 各 リーグの結 果 を反 映 していきます。 
また、本 年 度 １ 月 から開 催 する新 人 戦 1 位 から 4 位 のチームが本 年 度 の S1 及 び S2 リ

ーグに属 していた場 合 は、ポイント次 位 以 下 を対 象 として、順 次 繰 上 げし決 定 いたします。 
（ ポイントについては、令 和 ３ 年 度 から令 和 ５ 年 度 の合 計 ポイントとします。）  

 

⑵各 地 区 リーグ： 次 のとおり 

〔 東 部 、西 部 、北 部 の各 地 区 〕  

・１ ブロック 地 区 １ 部 リーグ実 施 （ 各 ブロック８ チームを基 本 ）  

・県 、地 区 １ 部 リーグ以 外 の参 加 チームは現 行 のとおり実 施  

〔 南 部 地 区 〕  

・３ ブロック 地 区 １ 部 リーグ実 施 （ 各 ブロック８ チームを基 本 ）  

・県 、地 区 １ 部 リーグ以 外 の参 加 チームは現 行 のとおり実 施  

〔 少 女 地 区 〕  

現 行 のとおり実 施  

 

⑶各 リーグ昇 格 及 び降 格 等 について 

・S1 リーグの成 績 ９ 位 及 び１ ０ 位 のチームは、翌 年 の S2 リーグへ自 動 降 格  

・S2 リーグの成 績 １ 位 及 び２ 位 のチームは、翌 年 の S1 リーグへ自 動 昇 格  

・S2 リーグの成 績 ９ 位 及 び１ ０ 位 のチームは、翌 年 の地 区 １ 部 リーグへ自 動 降 格  

・各 地 区 １ 部 リーグから S２ リーグへの参 入 戦 については、登 録 チーム数 より按 分 し

て算 出 し、東 部 及 び西 部 各 地 区 １ 部 リーグ上 位 ２ チームと南 部 地 区 各 １ 部 リーグ

上 位 １ 位 の３ チーム、北 部 地 区 １ 部 リーグ上 位 １ 位 の１ チーム、合 計 ８ チームでト

ーナメント方 式 により２ チームを決 定 します。 

また、参 入 戦 を実 施 する学 年 については、５ 年 生 以 下 とします。 
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□  令 和 ８ 年 度  

⑴県 リーグ： １ 部 リーグ（ S1） 、２ 部 リーグ（ S2）  各 １ ０ チームで実 施  

〔 S１ リーグ〕  
S1 

１ 位  
S1  

２ 位  
S1  

３ 位  
S1  

４ 位  
S1  

５ 位  
S1  

６ 位  
S1  

７ 位  
S1  

８ 位  
S２  
１ 位  

S２  
２ 位  

〔 S２ リーグ〕  
S１  
９ 位  

S１  
１ ０ 位  

S２  
３ 位  

S２  
４ 位  

S２  
５ 位  

S２  
６ 位  

S２  
７ 位  

S２  
８ 位  

参 入 戦  
① 

参 入 戦  
② 

 

⑵各 地 区 リーグについては、令 和 ７ 年 度 同 様 に実 施  

 

⑶各 リーグ昇 格 及 び降 格 等 については、令 和 ７ 年 度 同 様 に実 施  

 

３ ． Ｊ Ｆ Ａ 全 日 本 Ｕ － １ ２ サッカー選 手 権 大 会 埼 玉 県 大 会 について 

 令 和 ６ 年 度 の本 大 会 については、県 リーグに参 加 している１ ６ チームと各 地 区 ブロ

ックリーグ上 位 ３ チームの合 計 １ ６ ３ チームがトーナメント方 式 による事 業 を実 施 して

います。現 在 の本 大 会 方 式 については、実 際 に関 わるチームが県 内 に登 録 する約 ３

分 の１ 前 後 の数 となり、育 成 年 代 において全 てのチームが本 大 会 に参 加 できておら

ず、貴 重 な経 験 の機 会 の提 供 を求 めるご意 見 もいただいてきたところです。 

 そのため、上 記 で説 明 させていただきましたリーグ戦 の実 施 方 法 の変 更 や全 国 に

繋 がる大 会 において、今 まで以 上 に多 くの選 手 を対 象 に貴 重 な経 験 をしていただく

ことも含 め、全 体 的 なスケジュールも変 更 しながら次 のとおり実 施 していくものです。 

□参 加 条 件  

・埼 玉 県 第 4 種 リーグ戦 に参 加 していること 

□開 催 時 期 （ 内 容 ） 等  

・４ 種 リーグに参 加 している全 チームを対 象 に、９ 月 から１ ０ 月 の間 で地 区 予 選 を実

施 し県 大 会 出 場 チームを決 定 する。 

ただし、県 リーグ（ S1 リーグ及 び S2 リーグ） に参 加 しているチームは、地 区 予 選

に参 加 しない。 

・県 大 会 の規 模 は６ ４ チームとし、１ １ 月 に開 催 する。 

また、県 リーグ参 加 チームを除 く４ ４ チームの割 り振 りは、登 録 チーム数 より按 分 し

決 定 します。 
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４ ． 年 間 スケジュールについて 

本 年 度 は、夏 季 時 期 の気 温 上 昇 による事 故 等 の防 止 を目 的 に、７ 月 及 び８ 月

のリーグ戦 事 業 は行 わないことにしてきました。各 ガイドラインにつきましては、関 係

機 関 より示 されているところではありますが、令 和 ７ 年 度 につきましても、同 様 の対

応 を実 施 していくことは最 優 先 に考 え、年 間 スケジュールを次 のように決 定 していま

す。 

□年 間 スケジュール 

４ 月  埼 玉 県 第 ４ 種 リーグ戦 （ 前 期 ）  

５ 月  埼 玉 県 第 ４ 種 リーグ戦 （ 前 期 ）  

６ 月  

 

埼 玉 県 第 ４ 種 リーグ戦 （ 前 期 ）  

関 東 U-12 サッカー大 会 埼 玉 県 大 会  

７ 月  サマーブレイク（ 公 式 戦 は開 催 しない）  

８ 月  サマーブレイク（ 公 式 戦 は開 催 しない）  

９ 月  Ｊ Ｆ Ａ 全 日 本 Ｕ － １ ２ サッカー選 手 権 大 会 埼 玉 県 大 会 地 区 予 選  

※関 東 サッカー協 会 事 業 ： 関 東 大 会  

１ ０ 月  

 

埼 玉 県 第 ４ 種 リーグ戦 （ 後 期 ）  

Ｊ Ｆ Ａ 全 日 本 Ｕ － １ ２ サッカー選 手 権 大 会 埼 玉 県 大 会 地 区 予 選  

１ １ 月  

 

埼 玉 県 第 ４ 種 リーグ戦 （ 後 期 ）  

Ｊ Ｆ Ａ 全 日 本 Ｕ － １ ２ サッカー選 手 権 大 会 埼 玉 県 大 会  

１ ２ 月  埼 玉 県 第 ４ 種 リーグ戦 （ 後 期 ）  

※日 本 サッカー協 会 事 業 ： Ｊ Ｆ Ａ 全 日 本 Ｕ － １ ２ サッカー選 手 権 大 会  

１ 月  ※関 東 サッカー協 会 事 業 ： 関 東 ガールズゲーム（ 女 子 ）  

２ 月  

 

埼 玉 県 第 ４ 種 リーグ戦 県 リーグ参 入 戦  

埼 玉 県 第 ４ 種 新 人 戦 中 央 大 会  

３ 月  ※JA 全 農 杯 全 農 杯 全 国 小 学 生 選 抜 サッカー関 東 大 会  

※トレセン事 業 や選 抜 大 会 事 業 は別 途 予 定 されます。 
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５ ． その他 の事 業 について 

各 県 大 会 の変 更 については、少 しでも多 くのチームが大 会 に出 場 する機 会 を設

けるため次 のとおりとします。 

⑴関 東 U-12 サッカー大 会 埼 玉 県 大 会  

各 地 区 予 選 を勝 ち抜 いた１ ６ チームに同 年 度 の県 リーグへ出 場 している２ ０ チーム

を加 え３ ６ チーム規 模 に変 更 する。 

なお、１ ６ チームの割 り振 りは、登 録 チーム数 より按 分 し決 定 します。 

 

⑵埼 玉 県 第 ４ 種 新 人 戦 中 央 大 会  

各 地 区 予 選 を勝 ち抜 いた１ ６ チームに同 年 度 の県 リーグへ出 場 していた２ ０ チーム

を加 え３ ６ チーム規 模 に変 更 する。 

なお、１ ６ チームの割 り振 りは、登 録 チーム数 より按 分 し決 定 します。 
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